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財団法人 資産評価システム研究センターは、適切な地域政策の樹立に資するため、

地域の資産の状況及びその評価の方法に関する調査研究等の事業を実施することを目的

として設立されました。

当評価センターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体等におけ

る資産評価技法の両面にわたって、毎年度、学識経験者及び自治省並びに地方公共団体

等の関係者をもって構成する資産評価システム、土地、家屋及び償却資産の各部門ごと

の研究委員会において行われ、その成果は、会員である地方公共団体及び関係団体等に

調査研究報告書として配布 し、活用されているところであります。

本年度の土地研究委員会の調査研究テーマは、(1)農 地 ・山林評価のあり方に関する

調査研究、(2)画 地計算法における所要の補正に関する調査並びに用途地区別の宅地の

画地計算に関する調査研究の2項 目であります。本報告は、上記(2)の調査研究に属する

もので、主要都市が市街地宅地評価法の画地計算を行う際の評価基準の附表の利用状況

や所要の補正の状況及びその内容について調査 し、都市規模別の補正の種類や補正の方

法等について分析 し、さらにその結果を踏まえた上で都市規模別の画地の補正項目及び

補正率等について分析検討を行い、今後における適切な画地計算の補正のための考え方

や方法等について調査研究を行いました。

この程、その調査研究の成果をとりまとめ、ここに、公表する運びとなりました。こ

の機会に、熱心にご研究、ご審議をいただきました委員及び専門員並びに実地調査に当

たり種々ご協力を賜 りました地方公共団体の関係者各位に対し、心か ら感謝申し上げま

す。

なお、当評価センターは、今後 とも、所期の目的にそって、事業内容の充実及び地方

公共団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方公共団体をはじ

め関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご援助をお願い申し上げます。

最後に、この調査研究事業は、(財旧 本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施 したも

のであり、改めて深 く感謝の意を表するものであります。

平成8年3月

財団法人 資産評価システム研究センター

理 事 長 前 川 尚 美
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Ⅰ.調 査 研究 の 目的等

1.調 査 の 目的

当土地研 究委員会 では平成9年 度の評価 替 えに向けて、平成5年 度 の調 査研 究 テーマ として 「用

途 地区 を区分 す る際 の留 意点 につい て」 、平成6年 度 の調査研 究 テーマ と して 「標 準宅地 を選定す

る際の留意 点 につ いて」 そ れぞれ調査研 究 を行 った。平成7年 度 は標準 宅地 について不動産 鑑定士

等 の鑑定評価 が実施 され、平成9年 度 の評価替 えでは地価公 示地等 とと もに活用 され るこ とになる。

具体 的 には、 「市街 地宅地評価 法」適用 地域 にお いて は鑑定 評価結果等 を基 に路 線価が付設 され、

各路線 に沿接 す る宅 地 は、正面 路線価 を基 に画地計算 法 に よ り評点数 を求 める こ とになる。 また、

「そ の他 の宅地評価 法」適用 地域 では、標準宅地 の鑑定評価 結果等 を基 に 「宅 地の比準表」 を適用

し、各筆 の評点数 を求め る ことになる。

この場 合の 「画 地計 算法」 にお ける 「各種補正 率表」並 び に 「宅 地の比準表」 につ いては固定資

産評価基準 に示 されて いるが、 「市 町村長 は、評価 の均衡 を図 るため宅地 の状 況 に応 じ必 要が ある

ときは 「画地計算 法」の 附表等 、又 は 「宅地 の比準 表」 につい て、所 要の補正 を加 えて適用 がで き

る」 と している。その ため市 町村 では必要 に応 じて個 々に所 要 の補正 を実施 してい るが その実態 に

つ いて公 に されてい る ものが少 ない。

平 成9年 度 の評価替 えで は全 路線価 等の公 開が予定 されてい る ことか ら納税 者の関心 が高 く、 そ

のため よ り一層 の評価 の均衡 化 ・適正 化が要請 され ている。そ こで今 年度 は、市 町村が平 成9年 度

の評価 替 え を適切 に行 うための参考 に資す る ことを目的 と し、市 町村 にお け る 「所要 の補 正」 につ

いての調査研究 を行 った。

2.研 究 事 項

平 成6年 度 の評価替 えにお いて実施 された 「その他 の補 正項 目及び補正方 法等 に関す る調」、人

口20万 人以 上の市 に対 して 実施 した 「画 地計 算法等 におけ る所 要の補正等 に関す るア ンケ ー ト結

果」 等 を基 に次の事項 につ いて調査研 究 を行 った。

(1)所 要の補 正

(2)平 成6年 度評価替 えにお け る実施状 況

(3)平 成9年 度評価 替 えに向けての動 向
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Ⅱ.調 査 結 果 の 概 要

1.所 要 の 補 正

固定資産 評価 基準 では、宅 地の評価方法 と して 「市 街地宅地 評価法」 と 「その他 の宅地評価法」

の二つ の評価 方法 を定 め ている。各評価 方法 の流 れは次 の とお りで ある。

<市 街地宅 地評価法>

ア.用 途 地区 を区分 す る。

イ.各 用途 地区 につい て、 その状 況が相 当 に相違す る地域 ご とにその主 要 な街路 に沿接 す る宅 地

の うちか ら標準宅 地 を選定 す る。

ウ.標 準 宅地 につ いて不動産鑑定 士等 に よる鑑定評価 価格 を求め、 これ に基づ いて当該 標準宅 地

の沿接 す る街路 につい て路線価 を付設 し、 これに比準 してその他 の街路 の路線価 を付 設す る。

工.路 線価 を基礎 と し 「画地計算 法」 を適用 して各 筆の宅地 の評点数 を付 設す る。

<そ の他の 宅地評価法>

ア.状 況類似 地 区を区分 す る。

イ.状 況類似 地区 ご とに標準宅 地 を選定す る。

ウ.標 準宅 地 につ いて、不動 産鑑 定士等 に よる鑑定評価価 格 か ら評定す る適正 な時価 に基づい て

評点数 を付 設す る。

工.標 準宅 地の評点 数 に比準 して、状況類似 地 区内の各筆の宅 地の評点数 を付 設す る。

以上の ように宅地 の評価 にお いて は固定資産税 で は段 階的 な評価 を行 っている。例 えば、市街地

宅 地評価 法 では、先ず面 的区分(用 途地 区、状 況類似 地域 区分)を 行 い、次 に線 的区分(路 線価の

付設)を 行 い、最後 に点(各 筆)の 評価 を行 うとい う段 階的 な手順 を とっている。

不 動産 は、一定の価格形戒 要 因 を共通す る ことに よ りあ る地域 を構 成す るが、面的区分 とは、 こ

の価 格形成 要因 を整理 し、価 格形成 要 因の各 ウエ イ トが同一性 を有 す る地 区 ・地域 に区分す るこ と

であ る といえ る。要 因の ウエ イ トを同一 にす る とい うことは、例 えば、都市計画 法の用途地 域の

「商業地域」 で地域 を区分 す れば、その地域 のなかで は、用 途地域 は同一 の ウエ イ トになる。 この

ような作業 を進め るこ とによ り、地域 は用途 的 に純化 され、そ の範 囲 も狭 め られて行 く。結 果 とし

て、その地域 内の土地 の価 格水準 もほ ぼ一定 の水 準 とな る。更 に路線へ と評価 を進 めて行 くに従い

価 格形成要 因は ほぼ共 通 とな りその ウェイ トも概 ね等 し くなって行 く。

そ して、最 後の段 階にお いて個別 的 に格差 が認 め られる要因 につ いて比較 を行 い各筆 の評点 数 を
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求め る ことになる。市街 地宅地評価 法で は 「画 地計算 法」 に よ り、そ の他 の宅地評価 法 では 「宅地

の比準表 」 に よ りそれ ぞれ評定 を行 う。

この場 合 において固定 資産評価 基準で は次 の ように定め てい る。

<市 街地宅地評 価法>

各筆の宅地 の評点数 は、路線価 を基礎 と し、 「画 地計算法」 を適用 して付設す る もの とす る。 こ

の場 合 にお いて、市 町村長 は、宅地の状 況 に応 じ、必要が あ る ときは、 「画地計 算法」 の附表等 に

つい て、所 要の補正 を して、 これ を適用 す る もの とす る。(第1章 第3節 二(一)4)

<そ の他 の宅地評価 法>

各筆 の宅 地の評 点数 は、標 準宅地 の単位 地積 当 り評点 数 に 「宅地 の比準表」(別 表 第4)に よ り

求め た各筆 の宅地 の比準割 合 を乗 じ、 これ に各筆 の地積 を乗 じて付 設す る もの とす る。 この場合 に

お いて、市 町村長 は、宅地 の状況 に応 じ、必要 が ある ときは、 「宅 地の比準表 」につ いて、所要 の

補正 を して、 これ を適用 す る もの とす る。(第1章 第3節 二(二)5)

す なわ ち、各筆 ご とに格差が認 め られ るが、評価 の各手順 におい て考慮 で きなか った要因 で画 地

計算 法の附表又 は宅地 の比準表 に定 め られてい ない要 因、 もし くは定め られて はい るが修正す る こ

とに よ り、 よ り実態 にあ った補正 を行 うこ とが出来 る もの につ いて は、市 町村長 は所 要の補正 をす

る ことが 出来 る としてい る。

通常、所 要の補正 と して採用 してい る要因 としては画地 その もの に個別性 を生 じさせ、 その価 格

を個 別 的に形 成す る要因が多 く、地域 ご とに一定 の要 因 として とらえる ことが出来 る要 因について

は、そ の影響 が局所 的で地域 区分 を行 うことが適 当で ない場合 を除 き地域 区分で考慮 す る ことにな

る。

なお 、 これ らの補 正 を行 うこ とは当然 なが ら正確 な要 因デー タの測定 が出来 る こ とが前提 であ る

ので、所 要の補正 を行 う際 には要 因図面 の収集 の難易、評価事 務量 との関係等 を十分 考慮 の うえ採

用 しなければ な らない。
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2.平 成6年 度 評 価 替 え に お け る実 施 状 況

平 成6年 度 の評価替 えにお ける全 国3,236市 町村(東 京都 特別区 は1市 と して算 出 した)の 所 要の

補正 の実施状 況 につ いて、 「その他 の補正 項 目及 び補 正方法 に関す る調<自 治省 調べ>」 を基 に分

析 を行 った。分析 結果 の概 要 は次 の とお りであ る。

(1)実 施 団体 数

所 要の補正 は全 国の約3割 の市町村 で実施 してお り、 その実施割合 は人 口規模 が大 きくなるにつ

れ て高 くなる傾 向 にあ る。特 に人 口20万 人以上 の市 ではすべて何 らかの所 要の補正 を実施 してい

た。

評価方式 別 に見 る と、市街地 宅地評価法 のみ を適 用 している団体 で は約76%、 その他 の宅地評

価 法 のみ を適 用 してい る団体 では約15%、 両方式 を併 用 してい る団体 では約61%の 実施率 であ

った。

路線価方式 そ の他 方式 路+そ 合 計

人 口ラ ンク 実 施 未 計 実 施 未 計 実 施 未 計 実 施 計 割合(%)

5千人未満

5千人以上

1万 人以上

2万 人以上

3万人以上

5万人以上

10万 人 以上

20万 人以 上

30万 人以 上

50万 人以 上

100万 人以上

合 計

2 5 7 39 560 599 1 12 13 42 619 6.8

7 15 22 103 699 802 18 52 70 128 894 14.3

25 16 41 110 410 520 64 111 175 199 736 27.0

16 7 23 31 95 126 72 62 134 119 283 42.0

18 8 26 19 21 40 118 83 201 155 267 58.1

40 3 43 4 2 6 147 28 175 191 224 85.3

34 0 34 0 1 1 72 5 77 106 112 94.6

7 0 7 0 0 0 30 0 30 37 37 100.0

15 0 15 0 0 0 29 0 29 44 44 100.0

3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 9 100.0

5 0 5 0 0 0 6 0 6 11 11 100.0

172 54 226 306 1,788 2,094 563 353 916 1,041 3,236 32.2

注)路 線価方式 市街地宅地評価法適用

その他方式 その他の宅地評価法適用

路+そ 市街地宅地評価法とその他の宅地評価法を併用

実施 所要の補正を実施 している団体

未 所要の補正を実施 していない団体
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(2)要 因項 目別 の状況

主 な要因項 目別 に実施状況並 びに補 正 の タイプを見 る と次 の とお りであ る。

内容 別 に見 る と、所要 の補 正が画 地個 々 も しくは局所 的 に影響 を及 ぼす要因 につ いて行 われてい

る ことか ら画地 条件 に関す る項 目での実施 団体 が多 い。それ以外 で は私道 、高圧線 下、鉄塔敷 地、

騒音振 動等 に よる補正 を実 施 してい る団体 が多か った。 また、補 正の タイ プを見 る と多 くの項 目が

減価補 正(マ イナス要 因 と しての補 正)で あ り、増価補 正(プ ラス要 因 と しての補正)を 行 ってい

る もの は少 ない。

分 類 項 目 名 団体数 タイプ

画 地 条 件 接面街路 との高低差 421 ±

接面街路の系統 ・構造等 272 ±

用排水路等 380 -

横断歩道橋 133 -

画地計算法附表 181 ±

宅地の比準表 319 ±

環 境 条 件 騒音振動 164 -

環境影響施設 98 -

悪臭 17 -

法律上の規制 急傾斜地 96 -

・制 限 等 航空法規制地 9 -

地下阻害物 70 -

地上阻害物 44 -

高圧線下 462 -

そ の 他 私道 575 -

鉄塔敷地 216 -

湿地 ・砂利等 18 -

港湾加算 30 +

注)タ イプ+:増 価補正

-:減 価補正

±:増 減価補正
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(3)主 な要因の実 施状況

上記(2)の うち実施団体数 の多 い要因項 目について、人 口規模 ・評価方式 適用別 の実 施状況、

補正 の方法等 を見 る と次の とお りで ある。

なお、補正 の例 で示 した ものはあ くまで も例 示 であ る。補正 の方法 、格差率等 につ いては参考 に

とどめ、実 際 に各市 町村 で補正 を行 う際 には、地域分析 ・個 別分析 を十分 に行 い、 より実態 を反映

した補正 を行 うよ うに努 め られたい。

ア.画 地条件 に関す るもの

(ア)接 面街路 との高低差

(対象 地)接 面道路 との高低 差が あ る宅地

(内 容)接 面 してい る道路 との高低差 が ある こ とに よる出入 りの便 、排水 ・景観等 による増減価

を補正

<実 施 団体 数>

人口 ランク

5千 人未満
5千 人以上

1万 人以上

2万 人以上

3万 人以上
5万 人以上

10万 人以上

20万 人以上

30万 人以上

50万 人以上

100万 人以上

合 計

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計

1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)
2 0 2 23 1 24 0 0 0 26 4.2

4 0 4 42 3 45 4 3 7 56 6.3
8 2 10 30 4 34 24 1 25 69 9.4
6 1 7 5 0 5 20 1 21 33 11.7

4 1 5 3 0 3 29 5 34 42 15.7

15 4 19 3 0 3 45 13 58 80 35.7
13 0 13 0 0 0 32 2 34 47 42.0
3 1 4 0 0 0 15 0 15 19 51.4

10 1 11 0 0 0 19 2 21 32 72.7
3 0 3 0 0 0 5 0 5 8 88.9
3 1 4 0 0 0 5 0 5 9 81.8

71 11 82 106 8 114 198 27 225 421 13.0

注)1形 態 に応 じて補正率 を変 えている団体

2一 律 の補正率 を採用 している団体

割合(%)該 当 ランクの全市町村数に対す る割合
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<補 正 の方 法>

補 正 の方 法の主 な もの と して は次 の よ うに区分 され る。

・高低差 の程度 に応 じて補正 を行 って いる:375団 体

うち低 地のみ補正 を行 ってい る(内 数):84団 体

うち高 地のみ補正 を行 ってい る(内 数):3団 体

・一律 の補 正 を行 って いる:46団 体

なお、補 正 にあたって造成費(接 面 す る道路 と同 じ高 さにす るために必要 とされ る見込 み造成費)

を参 考 に補正 を行 ってい る団体 もあ る。

<補 正の例>

・道路 よ り低 い画地

接面道路からの低 さ 補正率

0.5m未 満 1.00

0.5m以 上1m未 満 0.98

1m以 上1.5m未 満 0.96

1.5m以 上2m未 満 0.93

2m以 上2.5m未 満 0.90

2.5m以 上3m未 満 0.85

3m以 上 0.80

・道路 よ り高い画地

接面道路か らの高さ 補正率

2m未 満 1.00

2m以 上2.5m未 満 0.90

2.5m以 上3m未 満 0.85

3m以 上 0.80
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(イ)接 面街路 の系統 ・構 造等

(対 象地)接 面 道路 の種 別 ・構造等 の違 いに よ り格差 があ る宅地

(内 容)接 面 してい る道路 の種 別(国 道 、都 道府県 道、市 区町村 道等)、 幅員の広狭 、歩道 ・舗

装 の有無等 の利便 の格差 を補正

<実 施 団体 数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人口ラ ンク 12計 12計 12計 計 割合(%)

1万 人以上

2万 人以上

3万 人以上
5万 人以上

10万 人以上

20万 人以上

30万 人以上

50万 人以上

100万 人以上

合 計

0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 4.4

1 0 1 63 1 64 6 0 6 71 7.9

0 1 1 56 1 57 16 0 16 74 10.1

0 0 0 13 0 13 12 1 13 26 9.2

0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 9.7

2 0 2 1 0 1 13 2 15 18 8.0

0 0 0 0 0 0 8 1 9 9 8.0

2 1 3 0 0 0 8 0 8 11 29.7

2 0 2 0 0 0 7 0 7 9 20.5

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

7 2 9 160 2 162 97 4 101 272 8.4

注)1形 態に応 じて補正率 を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

この補 正 は 「その他 の宅地評価 法」適用 地域 におい て画地 が接 面 している道路 の幅員 、系統、舗

装等 の差 異 に よる格差 を反 映 させ るために適 用 されてお り、 「市街 地宅地評価法 」適用 地域 にあっ

て は当該街 路の路線価 の評定 時 に反映 してい る場合 が一般 的であ る。

「市街 地宅地評価法 」適用地域 で採用 してい るケース としては次の ような ものが あった。

・同一路線 内で舗 装状況 や幅員 に差異 が あ り価格 に影響 を与 えてい る場 合 に補正

・その街路 の中庸 な街路 条件 に比べ減価 が認 め られ る場合 に補 正

補正 の対象 と しては次 の ような種類が あ る。

・道路 の幅員 の違 い に よ り補 正 を行 ってい る:201団 体

・道路の系統 、種 別 の違 い によ り補正 を行 ってい る:123団 体

・歩道の有無 に よ り補正 を行 っている:30団 体
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・舗 装 の有無 によ り補 正 を行 って いる:84団 体

・勾 配(傾 斜)の 程度 の違 いに よ り補正 を行 ってい る:29団 体

融雪施設 の有 無 に よ り補正 を行 ってい る:4団 体

・車 両通行規 制(一 方 通行路 、歩行者専用 道路等)の:16団 体

違 い に よ り補 正 を行 っている

補正 の方法 の主 な もの と しては次 の よ うに区分 され る。

・状況 に応 じて補 正率 を変 えてい る:264団 体

・一律 の補正率 を適用 してい る:8団 体

<補 正 の例>

・道路 幅員

比準宅地

標準宅地

2m

未満

4m

未満

6m

未満

8m

未満

12m

未満

12m

以 上

2m未 満 1.00 1.12 1.25 1.31 1.35 1.38

4m未 満 0.89 1.00 1.11 1.17 1.20 1.22

6m未 満 0.80 0.90 1.00 1.05 1.08 1.10

8m未 満 0.76 0.86 0.95 1.00 1.03 1.05

12m未 満 0.74 0.83 0.93 0.97 1.00 1.02

12m以 上 0.73 0.82 0.91 0.95 0.98 1.00

・系 統 ・種 別

比準宅地

標準宅地

国道 県道 一般道

(通抜)

一般 道

(行止)

国 道 1.00 0.98 0.95 0.90

県 道 1.02 1.00 0.97 0.92
一般 道(通 抜) 1.05 1.03 1.00 0.95
一般 道(行 止)

1.11 1.08 1.05 1.00

・舗 装の有無

比準宅地

標準宅地

舗装 未舗装

舗 装 1.00 0.95

未 舗 装 1.05 1.00
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(ウ)用排水路等

(対象地)水 路 を介在 して道路に接する宅地

(内 容)画 地が接 している道路 との間に水路が介在するため、道路 との一体的利便性が減少す る

ものに対す る減価を補正

<実 施団体数>

人口 ランク

1万 人以上

2万 人以上
3万 人以上
5万 人以上

10万 人以上

20万 人以上

30万 人以上

50万 人以上

100万 人以上

合 計

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
1 2計 12計 12計 計 割合(%)

1 0 1 12 2 14 0 0 0 15 2.4

2 3 5 16 5 21 5 4 9 35 3.9

7 6 13 16 8 24 20 5 25 62 8.4

5 2 7 4 1 5 15 7 22 34 12.0

5 0 5 1 1 2 28 16 44 51 19.1

8 6 14 2 1 3 40 15 55 72 32.1

9 5 14 0 0 0 21 13 34 48 42.9

3 3 6 0 0 0 13 2 15 21 56.8

6 5 11 0 0 0 14 4 18 29 65.9

1 1 2 0 0 0 5 0 5 7 77.8

1 1 2 0 0 0 3 1 4 6 54.5

48 32 80 51 18 69 164 67 231 380 11.7

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

補正 の方法 の主 な もの と しては次 の ように区分 され る。

・介在す る水 路の幅 、用途地 区区分 、水路面積 等 に応 じて補正 を変 えている:263団 体

・一定幅以 上の水路 を介在す る宅地 につ いて一律 に補 正 を行 ってい る:117団 体
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<補 正 の例>

・水路 の幅 に応 じて補 正

水路幅 1.0m未 満 1.0m以 上

2.0m未 満

2.0m以 上

3.0m未 満

3.0m以 上

4.0m未 満

4.0m以 上

補正率 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80

・水路 幅、用 途地区 区分 に応 じて補 正

地区区分

水路幅

繁 華 毎

高度商業地区

普通商業地区

併用住宅地区

普通住宅地区

家内工業地区

中小工場地区

1.0m未 満 1.00 1.00 1.00 1.00

1.0m以 上2.0m未 満 0.90 0.90 0.95 0.95

2.0m以 上4.0m未 満 0.80 0.80 0.90 0.90

4.0m以 上 0.70 0.70 0.85 0.85

この他 に水路面 積 と宅 地面積 との割合 に応 じて補正 を行 ってい るケースや水路 に架設 した橋 の幅

を問口 と し、水路 部分 か ら奥行 を と り、奥行 逓減割合 、 間口狭小 補正率 及 び奥行長 大補正率 を適用

して いるケ ース、無道路 地 として評価 してい るケース等 もあった。
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(エ)横 断歩道橋

(対 象地)接 面 道路 に歩道橋 が設置 され てい る宅地

(内 容)歩 道橋 が設置 され てい るこ とに よる 接面道路 との一体 的利 用 の不便 さ 歩道橋歩行 者

の視界 に入 る こ とに よるプライバ シーの 阻害等 に よる減価 を補正

<実 施 団体数>

人口ランク

1万 人以上
2万 人以上

3万 人以上
5万 人以上

10万 人以上

20万 人以上

30万 人以上

50万 人以上
100万 人以上

合 計

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
1 2計 12計 12計 計 割合(%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.1

2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.3

2 0 2 0 0 0 1 3 4 6 2.1

1 0 1 0 0 0 6 3 9 10 3.7

6 3 9 0 0 0 17 4 21 30 13.4

4 1 5 0 0 0 16 5 21 26 23.2

4 0 4 0 0 0 11 2 13 17 45.9

10 1 11 0 0 0 15 1 16 27 61.4

2 0 2 0 0 0 3 1 4 6 66.7

3 0 3 0 0 0 5 0 5 8 72.7

35 5 40 0 0 0 74 19 93 133 4.1

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

補正 の方法 の主 な もの と して は次 の ように区分 され る。

・全体 の 間口に対 す る歩道橋 に接す る部分 の割合 に応 じて補 正 を行 ってい る:41団 体

・有効 歩道幅 員 を基 に歩道橋 に接す る部分 の割合等 に応 じて補 正 を行 ってい る:20団 体

・用 途地 区別 に補 正 を行 って いる:10団 体

・一律 に補正 を行 ってい る:24団 体
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<補 正の例>

・歩道橋 に接す る部分 の割 合 に応 じて補正

間口閉鎖距離 0.1以 上 0.1以 上 0.3以 上 0.5以 上 0.7以 上 0.8以 上

間 口 距 離 0.3未 満 0.5未 満 0.7未 満 0.8未 満

補 正 率 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70

・有効 幅員 を基 に
、歩道橋 に接 す る部分 の割合等 に応 じて補正

適用範囲 割 合 対面 道路 の有効歩道

※ 2m未 満 2m以 上

35%未 満 0.90 0.95

対 面 画 地 35%以 上70%未 満 0.85 0.90

70%以 上 0.80 0.85

施設か ら5m 70%未 満 0.95 1.00

以 内 の 画 地 70%以 上 0.90 0.95

歩 道橋 に面 してい る距 離
※対面画 地=

対面す る画地の 間口の距離

施設 か ら5m以 内 に属す る部分 の距離施
設 か ら5m以 内の画地=

画地 の間 口の距離

・用途地 区 に応 じて補 正

間口に占める

歩道橋の割合

繁 華 街

高度商業地区

普通商業地区

併用住宅地区

普通住宅地区

その他 の地区

50%未 満 0.90 0.95 1.00

50%以 上 0.80 0.85 0.90
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(オ)画地計算法附表

(対象地)市 街地宅地評価法を適用 して評価する宅地並びに宅地に比準 して評価する土地

(内 容)評 価基準に定める画地計算法の附表のみでは十分に捕捉 されないそれぞれの団体 におけ

る固有の価格事情を反映させるために補正率表を修正

<実 施団体数>

人口 ランク 路線価方式 路+そ 計 割合(%)

5千 人未満 1 0 1 0.2

4 3 7 0.8

1万 人以上 7 22 29 3.9

2万 人以上 5 9 14 4.9

3万 人以上 4 24 28 10.5

5万 人以上 11 30 41 18.3

10万 人以上 7 17 24 21.4

20万 人以上 2 13 15 40.5

30万 人以上 5 5 10 22.7

50万 人以上 1 3 4 44.4

100万 人以上 4 4 8 72.7

合 計 51 130 181 5.6

注)割 合(%)該 当ラ ンクの全市町村数に対す る割合

<補 正 の内容>

補正 の内容の主 な もの としては次の ような ものがあ った。

・画地計 算法 附表 の奥行価格逓 減率表 の段 階 区分 、補正率等 を一部 も しくは全 面 的に修 正

・附表 の用途地 区区分 に 「ビル ・事務所 街区」 、 「路線商 業地区」等 の地区区分 を設け、奥行価

格逓 減割合 、側 方加算率等 を修正

・崖 地補 正率 を修 正(又 は簡略化)し て適用

・不整 形地、無 道路地 、袋 地等 評点算 出法 に用 い る補正率 を設定
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(カ)宅地の比準表

(対象地)そ の他の宅地評価法 を適用 して評価す る宅地並びに宅地 に比準 して評価する土地

(内 容)評 価基準に定める宅地の比準表のみでは十分に捕捉 されないそれぞれの団体 における固

有の価格事情 を評価 に反映 させ るため に補正率等 を修正、新設

<実 施団体数>

人口 ラ ンク その他方式 路+そ 計
28 0 28 4.5

67 3 70 7.8

1万 人以上 49 29 78 10.6

2万 人以上 15 14 29 10.2

3万 人以上 2 28 30 11.2

5万 人以上 1 36 37 16.5

10万 人以上 0 23 23 20.5

20万 人以上 0 10 10 27.0

30万 人以上 0 7 7 15.9

50万 人以上 0 2 2 22.2

100万 人以上 0 5 5 45.5

合 計 162 157 319 9.9

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の内容>

補正 の内容 の主 な もの と しては次 の ような ものが あった。

・画 地計 算法 に準 じて、角地等 につ き側方(又 は二方)加 算 を行 う。

・宅地の比準 表の奥行 による比準割 合等 を修 正(段 階区分 ・補 正率等 を簡略 化又 は新 設) 。

・ 「形状 等 に よる比準 割合」 と して不整形地 、無道路 地、袋地 に係 る比準割 合(補 正 率)を 新設 。

・ 「その他 の比準割 合」 として公 共施設 か らの距離等 によ り比準 割合(補 正 率)を 新 設。
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イ.環 境条 件 に関する もの

(ア)騒 音 振動

(対象 地)新 幹線 、在来線 、空港、高 速道路等 に近接す る宅地

(内 容)鉄 軌 道等か らの騒音 ・振動 等の影響 に よる減価 を補正

<実 施団体数>

人 口ランク 路線 その他 路+そ 計 割合(%)

5千 人未満 0 1 0 1 0.2

5千 人以上 3 2 1 6 0.7

1万 人以上 7 7 5 19 2.6

2万 人以上 4 0 8 12 4.2

3万 人以上 2 2 13 17 6.4

5万 人以上 12 3 29 44 19.6

10万 人以上 5 0 21 26 23.2

20万 人以上 6 0 8 14 37.8

30万 人以上 4 0 10 14 31.8

50万 人以上 1 0 1 2 22.2
札100万 人 以 上

4 0 5 9 81.8

合 計 48 15 101 164 5.1

注)割 合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

補正対象 としては次 の ように区分 され る。

・新幹 線 の騒音振 動 に よる影響 を補正:48団 体

・在 来線 の騒音振 動 に よる影響 を補正:118団 体

・航 空機 の騒音振 動 に よる影響 を補正:9団 体

・高 速道路 、幹 線道路等 の騒音振動 による影響 を補正:54団 体
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<補 正 の例>

・新幹 線 ・在来線

軌道か らの距離 に応 じて補正

例1

軌道からの距離 18m以 内 36m以 内 54m以 内 画地 の50%以 上 が54m以 内

補 正 率 0.80 0.85 0.90 0.95

例2

軌道からの距離 25m以 内 50m以 内

補 正 率 0.90 0.95

騒音等の影響度合いに応 じて補正

騒音の大 きさ 70～80フ ォ ン未 満 80～90フ ォ ン未 満 90フ ォ ン以 上

補 正 率 0.90 0.80 0.70

・航空機 騒音

航 空機騒音 に よる補正 は加重等価 平均騒音 レベ ル(航 空機 の一 日の総騒音 量が人体 に与 える

影響 の評価法)等 を利用 し、騒音 の程 度 に応 じて補正 を行 ってい る団体が多 い。

・高速道 路、幹線 道路等

新幹 線、在来線 とほぼ同様 の方 法で補正 を行 っている。
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(イ)環境影響施設

(対象地)汚 水処理場、 ごみ焼却場、墓地等の住宅環境からの観点から宅地に減価 を及ぼす と考え

られる施設に近接する宅地

(内 容)当 該施設に近接 していることによる減価 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人 口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.3

1 0 1 4 3 7 0 0 0 8 0.9

1万 人以上 2 5 7 9 0 9 4 1 5 21 2.9

2万 人以上 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 ■ ユ

3万 人以上 1 0 1 0 0 0 5 4 9 10 3.7

5万 人以上 4 1 5 0 0 0 5 5 10 15 6.7

10万 人以上 2 0 2 0 0 0 5 4 9 11 9.8

20万 人以上 0 1 1 0 0 0 5 4 9 10 27.0

30万 人以上 2 1 3 0 0 0 7 3 10 13 29.5

50万 人以上 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 22.2

100万 人以上 2 0 2 0 0 0 0 1 1 3 27.3

合 計 16 8 24 15 3 18 33 23 56 98 3.0

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補 正対象 の施 設 としては、墓地等(59団 体)、 ごみ処 理場(25団 体)、 汚水処理場(19団 体)、

し尿処 理場(8団 体)、 変電所(13団 体)等 があ った。

補 正の方法 の主 な もの と して は次 の ように区分 され る。

・施設か らの距離区分 に応 じて補正 を行 ってい る:64団 体

・一定距離 内で一律 に補 正 を行 ってい る:34団 体
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<補 正 の例>

例1

施 設 名 影 響 範 囲 補 正 率

商 、 併 、住 中工 、大工

墓地等 墓地等 の周 囲に接 す る50m以 内 0.90 0.95

ごみ処理場 焼却炉 を中心 と した半径500m以 内 0.95 0.98

汚水処理場 処理槽 を中心 と した半径200m以 内 0.95 0.98

し尿処理場 処理槽 を中心 と した半径200m以 内 0.95 0.98

変電所 変電所 の周囲に直接接 している画地 0.98 1.00

以 上の ほか 、公 害が特 に著 しい と認 め られ る ものについ ては、上記 に準 じて

10%以 内 の範 囲で補正 す るこ とがで きる

例2

施 設 名 適 用 範 囲 補 正 率

ご み 焼 却 場 半径500m以 内 0.95

し 尿 処 理 場 半径300m以 内 0.90

例3

施 設 名 適 用 範 囲 補 正 率

墓 地 等 墓地等 の周 囲 に接す る50m以 内の範囲 0.90

塵 芥 焼 却 場 焼却 場 を中心 に半径500m以 内 0.95

変 電 所 変電所周囲に直接接 している範囲 0.98
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(ウ)悪臭

(対象地)悪 臭による住環境の低下のある宅地

(内 容)悪 臭の影響 による減価 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)
5千 人未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5千 人以上 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0.2
1万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.1
2万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1.1
5万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.4

10万 人以上 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2.7
20万 人以上 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 5.4
30万 人以上 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 6.8
50万 人以上 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 22.2

100万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

合 計 1 2 3 1 1 2 8 4 12 17 0.5

注)1形 態に応じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

特定 の工場 、豚舎 ・鶏舎等 の畜 舎等 に近接 す る ことによる煤煙 、悪 臭等 の影響 減価 を補正 してい

る。

補 正 にあた っては前記 環境影響 施設 と同様 、施設 か らの距離 に よ り補 正 を行 ってい る団体 が多い。

補正 の方法 の主 な もの と しては次 の ように区分 される。

・施 設か らの距離区分 に応 じて補正 を行 ってい る:10団 体

・一定 距離 内で一律 に補正 を行 ってい る:7団 体
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ウ.法 令上の規制1制 限等に関するもの

(ア)急傾斜地

(対象地)急 傾斜地崩壊危険区域の指定 を受けた宅地

(内 容)急 傾斜地の崩壊 による災害の防止に関する法律第3条 に規定する急傾斜地崩壊危険区域

の指定を受けた土地は、同法第7条 により、急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作

物の設置 ・改造等の行為を行 う場合には原則 として都道府県知事の許可を受けなければ

ならないため、このような行為制限が価格に与える影響 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方武 路+そ 合 計
人口ラ ンク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.2

5千 人以上 0 0 0 3 2 5 0 1 1 6 0.7

1万 人以上 0 1 1 3 4 7 3 2 5 13 1.8

2万 人以上 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1.1

3万 人以上 1 3 4 1 0 1 3 5 8 13 4.9

5万 人以上 1 1 2 0 0 0 12 4 16 18 8.0

10万 人以上 3 2 5 0 0 0 3 6 9 14 12.5

20万 人以上 1 0 1 0 0 0 7 3 10 11 29.7

30万 人以上 2 1 3 0 0 0 3 4 7 10 22.7

50万 人以上 2 0 2 0 0 0 1 1 2 4 44.4

100万 人以上 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 27.3

合 計 10 10 20 8 7 15 34 27 61 96 3.0

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補 正の方法 の主 な もの と して は次 の よ うに区分 され る。

・崖地の補 正率 を適用 して補正 を行 ってい る:14団 体

・傾斜 の程 度 に応 じて補 正 を行 ってい る:6団 体

・面積 に応 じて補正 を行 っている:16団 体

・危険 の程度 に応 じて補 正 を行 ってい る:6団 体

・一律 に補 正 を行 ってい る:44団 体
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(イ)航 空法規制 地

(対象 地)航 空 法 に よる制 限 を受 ける宅地

(内 容)航 空 法で は、公 共の用 に供 す る飛行 場 に係 る一定の範 囲内 につ いて建 築物 等 の高 さの制

限 を行 っているため、 この よ うな制限が価格 に与 える影響 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人口 ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

5千 人未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5千 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

1万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

2万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

3万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

10万 人以上 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 2.7

20万 人以上 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 5.4

30万 人以上 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 6.8

50万 以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

100万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9.1

合 計 1 1 2 0 0 0 6 1 7 9 0.3

注)1形 態に応 じて補正率 を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

補 正の方法 の主 な もの と して は次 の よ うに区分 される。

・建築規制 の程度 、規制 地積割合 、滑走路 か らの距離等 に応 じて補 正 を行 ってい る:7団 体

・適用範 囲 を定 めて一律 に補正 を行 ってい る:2団 体
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<補 正の例>

通常の平家

建 築 不 可

規制地積

総 地 積

0.3未 満 0.3以 上

0.5未 満

0.5以 上

0.7未 満

0.7以 上

補 正 率 0.90 0.70 0.50 0.30

通常の平家

建 築 可

規制地積

総 地 積

0.3未 満 0.3以 上

0.5未 満

0.5以 上

0.7未 満

0.7以 上

補 正 率 0.95 0.85 0.75 0.65

－23－



(ウ)地下阻害物

(対象地)地 下鉄、公共下水道等の地下阻害物上にある宅地

(内 容)地 下阻害物が設置されているために建築制限等 を受 けることによる減価 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人 口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5千 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

1万 人以上 0 2 2 0 0 0 1 1 2 4 0.5

2万 人以上 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.7

3万 人以上 3 0 3 0 0 0 2 1 3 6 2.2

5万 人以上 0 2 2 0 0 0 6 2 8 10 4.5

10万 人以上 4 2 6 0 0 0 5 1 6 12 10.7

20万 人以上 0 2 2 0 0 0 3 2 5 7 18.9

30万 人以上 4 1 5 0 0 0 8 2 10 15 34.1

50万 以上 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 55.6

100万 人以上 4 1 5 0 0 0 3 1 4 9 81.8

合 計 19 10 29 0 0 0 30 11 41 70 2.2

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

補 正の方法 の主 な もの としては次 の ように区分 される。

・画地 に対 す る地上権 設定部分 の割合 、阻害物 の深度 、用途地 区等:49団 体

に応 じて補正 を行 って いる

・地上権 設定部分 につ いて一律 に補正 を行 って いる:21団 体
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<補 正の例>

・地下鉄

地積割合

地区区分

10%以 上

25%未 満

25%以 上

50%未 満

50%以 上

75%未 満

75%以 上

商業地区 ・併用住宅地区 0.90 0.85 0.80 0.70

住宅地区 0.90 0.80

(注)こ の補正率 を具体 的に適用する土地 は、地表面 か ら阻害物 まで

の深度が次の範囲内の ものに限 る。

ア 商業 地区 深度40m

イ 併用住 宅地区 深度30m

ウ 住宅地区(併 用住宅地区 を除 く)深 度20m
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(エ)地上阻害物

(対象地)高 速道路、鉄軌道等高架線下の複合利用 されている宅地

(内 容)高 速道路、鉄軌道等の高架物による建築制限等を受けることによる減価を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人口ラ ンク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5千 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

1万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.1

2万 人以上 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.4

3万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5万 人以上 1 1 2 0 0 0 2 3 5 7 3.1

10万 人以上 1 1 2 0 0 0 3 3 6 8 7.1

20万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 10.8

30万 人以上 2 3 5 0 0 0 5 3 8 13 29.5

50万 人以上 1 1 2 0 0 0 0 2 2 4 44.4

100万 人以上 2 1 3 0 0 0 0 3 3 6 54.5

合 計 8 7 15 0 0 0 12 17 29 44 1.4

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補 正 の方法 の主 な もの としては次の ように区分 され る。

・用途地 区、利用 の 阻害 の程 度 に応 じて補正 を行 ってい る:13団 体

・崖地補 正率 を準 角 して面積 の割合 に応 じて補 正 を行 ってい る:4団 体

・一律 に補正 を行 ってい る:24団 体
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<補 正 の例>

例1

土 地 の 状 況 補正率

建物 は建 て られ るが、地域 の用途性 か ら見 て

阻害 を受 けてい る と認 め られ る もの

0.70

建物 は建 て られ るが 、地域 の用途性 か ら見 て

著 し く阻害 を受 け てい ると認 め られ る もの

0.50

建物 が建 て られ ない もの 0.40

注1)1.「 著 しい阻害」 の判断 は、概 ね地域 の利用度か

らみて半減以下 であ ると認め られる ものとす る。

2.「 建物が建て られない土地」の うち、宅地 とす

ることが適当でないと認め られる場合 には地 目

は宅地以外 とし、本表の補正率 を使用す る。

3.地 上 に阻害物が あるため本補正率 を適用す る宅

地 については、他 の画地計算要素は適用 しない。

例2

高 架 下 の 利 用 限 度 補正率

建物が1階 程度に限られる場合 0.40

建物が2階 程度 に限られる場合 0.60

建物が3階 程度に限られる場合 0.80
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(オ)高 圧線下

(対象 地)高 圧線 下 にある宅 地

(内 容)高 圧線 下 にある宅 地 につ いて建 築制 限等 に より土 地利用 に制 約 を受 けるこ とによる減価

を補正。

<実 施 団体 数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人口 ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.2

5千 人以上 2 0 2 1 3 4 0 3 3 9 1.0

1万 人以上 11 3 14 8 6 14 10 1 11 39 5.3
2万 人以上 8 0 8 5 3 8 25 5 30 46 16.3

3万 人以上 7 4 11 6 1 7 26 16 42 60 22.5

5万 人以上 32 3 35 2 0 2 71 18 89 126 56.3
10万 人以上 28 3 31 0 0 0 46 11 57 88 78.6
20万 人以上 5 1 6 0 0 0 21 4 25 31 83.8

30万 人以上 14 1 15 0 0 0 22 5 27 42 95.5

50万 人以上 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 100.0
100万 人以上 5 0 5 0 0 0 5 1 6 11 100.0

合 計 115 15 130 22 13 35 232 65 297 462 14.3

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補正 の方法 の主 な もの と して は次 の よ うに区分 され る。

・当該画地 の総地積 に対 す る高圧線 下の地積 の割合 に応 じて補正 を行 っている:177団 体

・当該画地 の総地積 に対 す る高圧線 下の地積 の割合 に応 じて、崖地補 正率表 を:156団 体

準 用 して補 正 を行 ってい る

・高 圧線 の種類 、建築規 制の程度 に応 じて補正 を行 ってい る:33団 体

・高 圧線下地(ま たは影響 下 にある土地)に ついて、一律 に補正 を行 っている:93団 体
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<補 正の例>

例1

面積割合 10%未 満

程 度

10%以 上

30%未 満

程 度

30%以 上

50%未 満

程 度

50%以 上

70%未 満

程 度

70%以 上

90未 満

程 度

90%以 上

程 度

補 正 率 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50

例2

送電線電圧 線下地積

総 地 積

0.10

以 上

0.30

以 上

0.50

以 上

0.70

以 上

7,000V超 ～

170,000V以 下

補 正 率

0.90 0.85 0.80 0.70

送電線電圧 線下地積

総 地 積

0.10

以 上

0.30

以 上

0.50

以 上

0.70

以 上

0.90

以 上

170,000V超 補 正 率

0.90 0.80 0.70 0.60 0.50

注)線 下地積 とは、高圧線 の最外線 の垂直投影線外 側3mの 範 囲まで

の土地の地積 をい う。
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エ.そ の他

(ア)私 道

(対象 地)道 路 と して利用 されて いる土地 の うち公共の用 に供 され る場合以外 の いわゆる 「私道」

部分 の土地

(内 容)住 宅地等 への転用 が制限 され るこ とに よる減価 を補 正

<実 施 団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人 口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

1 1 2 1 3 4 1 0 1 7 1.1

0 3 3 5 11 16 2 6 8 27 3.0

1万 人以上 0 16 16 5 28 33 8 30 38 87 11.8

2万 人以上 1 6 7 0 11 11 2 43 45 63 22.3

3万 人以上 0 10 10 1 11 12 15 69 84 106 39.7

5万 人以上 4 24 28 0 3 3 16 90 106 137 61.2

10万 人以上 5 18 23 0 0 0 7 40 47 70 62.5

20万 人以上 0 5 5 0 0 0 3 20 23 28 75.7

30万 人以上 4 9 13 0 0 0 4 15 19 32 72.7

50万 人以上 2 1 3 0 0 0 0 4 4 7 77.8

100万 人以上 1 4 5 0 0 0 1 5 6 11 100.0

合 計 18 97 115 12 67 79 59 322 381 575 17.8

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補 正の方法 の主 な もの と して は次 の ように区分 され る。

・私 道の利用 区画 数 に応 じて補正 を行 ってい る:18団 体

・私 道の利用戸 数 と幅 員 に応 じて補正 を行 ってい る:5団 体

・私 道の利用状 況 に応 じて補正 を行 っている:38団 体

・一律 の補正 を行 ってい る:486団 体
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<補 正の例>

利用区画数に応 じて補正

区画数 1区 画 2区 画 3区 画 4区 画 5区 画

補正率 0.15 0.10 0.05 0.05 0.00

(5区 画以上は非課税)

・利用戸 数 と幅員 に応 じて補正

幅員

利用度

1.8m未 満 1.8m以 上

3.6m未 満

3.6m超

2戸 0.90 0.70 0.50

3～5戸 0.70 0.50 0.25

6戸 以上 0.50 0.25 公道並

・利用状 況 に応 じて補正

私 道 の 区 分 補正率

なんらの制約を設けずに広 く不特定多数人の利用に供 しているもの

(公道から公道に通ずるもの)

非課税

当該私道が公道から公道に通ずるが当該私道の設置がそれに接する

宅地の利用者の便宜の要素が強い もの

0.20

上記のほか一部が公道に接するもので比較的多人数に利用 されてい

るもの

0.30

上記のほか非常に限られた者のみが利用するもの 0.40
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(イ)鉄 塔敷地

(対 象地)鉄 塔 の用 に供 され ている土地

(内 容)住 宅地等へ の転用が制 限 され る ことに よる減価 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人 口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0.3
0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0.6

1万 人以上 1 3 4 3 7 10 3 7 10 24 3.3
2万 人以上 1 0 1 1 4 5 4 11 15 21 7.4

3万 人以上 2 1 3 1 3 4 4 26 30 37 13.9
5万 人以上 2 10 12 0 1 1 10 30 40 53 23.7

10万 人以上 3 10 13 0 0 0 5 21 26 39 34.8
20万 人以上 0 1 1 0 0 0 3 9 12 13 35.1
30万 人以上 2 5 7 0 0 0 3 8 11 18 40.9
50万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11.1

100万 人以上 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 27.3

合 計 12 33 45 5 20 25 32 114 146 216 6.7

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補 正の方法 の主 な もの と しては次 の よ うに区分 される。

・当該宅地 が介在 してい る土地 に よ りそれぞれ水 準 を定 め補正 を行 ってい る:17団 体

・市街化 区域 、市街化 調整区域 内 に分 けて比準 、水準設定 を行 っている:11団 体

・高圧線下 地の補正 を適用 して補正 を行 ってい る:8団 体

・崖地補正 を適用 して補正 を行 ってい る:5団 体

・一律 に補正 を行 ってい る:167団 体
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(ウ)湿 地 ・砂利等

(対象 地)湿 地帯 、表土 が砂 利等 であ る宅地等

(内 容)湿 地 帯、表土 が砂 利等 で地盤が軟弱 な宅地等 は利用 が制約 される こ とが あ りこれに よる

減価 を補正

<実 施 団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人 口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.1

1万 人以上 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 0.4

2万 人以上 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0.7

3万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.4

5万 人以上 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0.9

10万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2.7

20万 人以上 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 8.1

30万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4.5

50万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

100万 人以上 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9.1

合 計 3 1 4 1 1 2 7 5 12 18 0.6

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正 の方法>

補正 の方法 の主 な もの として は次 の ように区分 され る。

・一定 の限度 内で状 況 に応 じて補正 を行 ってい る:11団 体

・一律 に補正 を行 っている:7団 体
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(エ)港湾加算

(対象地)港 湾施設 を利用できる宅地

(内 容)臨 海工業地帯で専用埠頭等の港湾施設 を有する大工場地等について、利便性の増価の程

度 を補正

<実 施団体数>

路線価方式 その他方式 路+そ 合 計
人口ランク 1 2 計 1 2 計 1 2 計 計 割合(%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1万 人以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

2万 人以上 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.4

3万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0.7

5万 人以上 0 3 3 0 0 0 3 1 4 7 3.1
10万 人以上 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 3.6
20万 人以上 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5.4

30万 人以上 1 0 1 0 0 0 3 1 4 5 11.4

50万 人以上 0 1 1 0 0 0 2 1 3 4 44.4

100万 人以上 2 1 3 0 0 0 1 1 2 5 45.5

合 計 4 6 10 0 0 0 12 8 20 30 0.9

注)1形 態に応 じて補正率を変えている団体

2一 律の補正率を採用 している団体

割合(%)該 当ランクの全市町村数に対する割合

<補 正の方法>

補 正の方法 の主 な もの としては次 の ように区分 される。

・水 路の水深 、埠頭 の係 留能力等 に応 じて補 正 を行 ってい る:16団 体

・水 路価 を付 設 して補 正 を行 ってい る:4団 体

・一律の補正 を行 ってい る:12団 体
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<補 正 の例>

例1

埠頭 に係る水深 補正率

6m未 満 1.03

6m以 上12m未 満 1.04

12m以 上 1.05

正面路 線価(又 は単位当た り評点)に

左記の率 を乗 ずる。

例2

係留能力 補正率

10,000ト ン未 満 1.03

10,000ト ン 以 上 1.05

正面路線価(又 は単位当た り評点)に

左記の率を乗ずる。

※10,000ト ンの 認 定 は 、 水 深9m

以 上 及 び バ ー ス の 長 さが165m

以 上 で あ る か 否 か に よ り行 う。
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(オ)そ の他

上記 に掲 げた要因以外 で所 要 の補正 と してあげ られ ていた もの には次 の よ うな ものが あった。

・面 積が狭小 な画 地 につい て補正 を行 ってい る(画 地条件)

・面 積が広大 な画 地 につい て補正 を行 っている(画 地条件)

・生産緑地地 区内 に存 す る宅地 につい て補正 を行 ってい る(法 令上 の規制)

・風 致地 区内 にあ る土 地 につ いて建 築上 の制 限等 に よる減価 につ いて補正 を行 ってい る

(法 令上 の規 制)

・河川保 全 区域内 にあ る土地 について建築上 の制 限等 に よる減価 について補正 を行 ってい る

(法令 上の規制)

・市 街化調整 区域 内の宅地 について建築上 の制 限 の差異 を補正 してい る(法 令 上の規制)
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3.平 成9年 度 評 価 替 え に 向 けて の 動 向

平 成9年 度 の評価 替 えに向けて市 町村 で実施 予定 も しくは関心 の ある所 要 の補正 項 目 を調査 す る

ため に、人 口20万 人以上 の101市 に対 しア ンケー トを実施 した(回 答 率100%)。

ア ンケー トの集計結 果 は次 の とお りであ る。

(1)評 価方式 の適用状 況

ア ンケー トを実施 した市 では、全 て市街 地宅地評価 法 を適用 して いた。

市街地宅地評価法のみ適用 30

その他 の宅地評価法のみ適用 0

両方式 を併用 して適用 71

(2)価 格 形成要 因の適用状 況

宅地等 の評価 に際 して、土地価格形 成要 因の うち どの ような要 因 につ いて考慮 してい るか、 また

評価手順 上 どの段 階 で考 慮 してい るか につ いて質問 を行 った。

ア.平 成6年 度の評価 替 えで評価 上考慮 して いる団体が 多か った要因

宅地 の評価 の際 に多 くの団体 で考慮 して いた要因項 目は次 の とお りであ る。 これ らを見 ると、街

路条件 、交通接 近条件 、環境 条件 、行 政的条件等 の価格形 成要 因の うち地域 的 に とらえ るこ とが 出

来 る もの は用途 地区、状 況類似地域 、路線 を区分 す る際に考慮 し、地域 と して とらえる には局所 的

な要因 もし くは画地 ごとに条件 の違 う要 因 につい ては画 地の評価 で考慮 されてい る ことが分 かる。

a.多 くは地域 的区分(用 途 地 区、状 況類似地域 、路線単位)の 際 に考慮 している要因

・接面道路 の系統 ・構造等

・環境 影響施設へ の接近性

・都市 計画法 の用途地域

・公 共施設等へ の距離

・最 寄バ ス停 まで の距離
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・最寄商店街 まで の距 離

・上水道

・下水 道

・都市 ガス

等

b.多 くは画地単位 で考慮 してい る要 因

・接面道路 との高低 差

・用排水路 等

・横 断歩 道橋

・無 道路地

・不 整形地補正

・袋 地

・崖 地

・日照補 正

・都市計 画施設予定 地 に対す る補正

・高圧線 下

・私 道

・鉄 塔敷地

等

イ.関 心が高 か った要 因

平 成6年 度 の評価替 えで はあ ま り多 くの団体 が採用 してい なか ったが平成9年 度 の評価替 えで は

採用 を予定 も しくは関心 があ る と回答 された団体 が多 か った要 因は次 の とお りであ った。 これ らを

見 る と、画地条件 に関す る要因 の関心 が高 い ことが分 かる。 これは、近 年納税者 の関心 が画地 の個

別 的問題 に及 んでい るため と思 われるが、平成6年 度 の評価 替 えで採用率 が低 か ったの はデー タの

取得 の困難 なこ とや適正 な格 差率 の査 定の難 しさ等 も原 因の一つ であ り統 一的 な基準 を望 む声 も多

か った。

a.地 域 的区分(用 途 地 区、状 況類似地域 、路線単位)の 際 に考慮 した い要 因
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・接面 道路 の種 類

・鉄 道騒音 ・振 動の影響

・悪 臭の影響

b.画 地 単位 で考慮 した い要 因

・急 傾斜地

・宅地 内に段 差が あ る土地

・接 面道路 の方位

・大規模宅 地 にか か る補正

・大 規模工場 用地

・面 積過小

・面積補正

・地下 阻害物

・地上 阻害物

ウ.そ の他

今 回の ア ンケ ー トの中で以下 に示す ような個 別 的意見 があ った。 これ らを見 る と 「平 成6年 度 の

評価 替 え よ り公 示価格 の7割 程度 を目途 に宅地の評価 の均 衡化 ・適 正化 が図 られ た こと、平成9年

度 の評価 替 えで は全路線価 等の公 開が予定 され ている こ と、都市 圏 を中心 に地価 の下 落が続 いてい

る こと等か ら納 税者 の固定資産税 に対す る関心 は ます ます高 まってい る。 その ため よ り一層評価 精

度 の向上 を図 る必要 を感 じているが、現実 で は短期 間 に大量 の評価 を処理 しなければな らない こと、

デー タ収集 のため の要 因資料の整備 が十分 で ない こと、要因格差 を客観 的 に求 める ことが 困難 な こ

と等 の理 由に よ り対応 に苦慮 してい る部分 が ある。」 とま とめ るこ とが 出来 る。

土 地 はその都 市 の規模 、性格等 によ り個 別性が強 く全 て一律 の基準で運 用す る ことは難 しいが、

必 要性 の高 い要 因につ い ては、可 能 な限 り格差の考 え方等の統 一的 な指針 を示す こと も必要 と考 え

る。

<個 別意見>

・画 地計算法 の 附表 の中 に大規模 住宅 団地用 の補正 率表が欲 しい。
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・大規模 工場地 の評価 につ いて規模補正 の指針 が欲 しい
。

・都市計 画予定地 につ いて補正 を行 いたいが都市計画予 定地 の宅 地 に しめる割合の把握 が困難 な

ために採用 で きない。

・納税者 の関心 が近年 非常 に高 まっているので所要 の補正 の必要性 を感 じてい るが
、大量 の評価

を短期 間で処理 しなけれ ばな らないため、 どこまで個別 的対応 をす るべ きかが難 しい。

・無 道路地 の補 正が3割 を限度 と してい るが
、実態 と合 わないの ではないか。

・市街 化調整 区域 内の農業用 施設 につい て どの程 度の補正 が妥当か知 りたい
。

・建築 基準法上 、建 物の建築 が不可 能な土地 も しくは法的 には可能で あ って も、物理 的 に建築 で

きない ような土 地 に対 して、適切 な評価 を行 うための指針 が欲 しい。
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4.ま と め

以上 の とお り平 成6年 度 の評価替 え時 におけ る所要 の補正 の実 施状況並 び に平成9年 度の評価 替

えに向けての動 向 を見 て きた。

冒頭 で も記 した とお り平成9年 度 の評価替 えでは全路線価 等 の公 開が予定 されて いる ことか ら固

定資産税 に対す る納 税者 の関心 は前 回評価 替 え以 上 に高 くな る もの と思 わ れる。

そ のため各市 町村 の土地価 格の実情 に応 じた よ りきめ細 か な評価 を行 うために所 要の補正 を実施

す る場合 も多い と思 われ るが適 用 に当た って は次 の点 に十分 留意す る必 要が ある。

(1)価 格形 成要 因の分析 とその適用 を十分検討 す る。

土地 は個 々の ものが単 独 で機 能 し独 立 して価 格 が定 まる もので はな く、他 の土地 とともに用途 的

に同質性 を有 す る一定 の地域 を構 成す る。 そ してその地域 は、その規模 、構 成の 内容 、機 能等 の面

においてそ れぞれ他 の地域 と区別 され る とともに各 々の地域 ご とに一定 の価 格水 準が形成 され る。

土地 の価 格 に影 響 を及 ぼす諸要 因 を価 格形成 要因 とい うが、 この うち、土 地の用途が 同質 と認 め ら

れる まとま りのあ る地域 の土地価格水 準 に作用 す る要 因 を地域 要因 とい い、 また土地 に個 別性 を生

じさせ 、そ の価 格 を個別 的 に形成 す る要 因を個 別的要 因 とい う。

固定資 産税 の評価 において は一般 に、用途地 区、状況類似 地域(地 区)、 路線価 の付設 におい て

地域 要因 を考慮 し、各筆 の評定 において個 別 的要因 を考慮 す る。 そのため評価 の各手順 におけ る価

格形成 要因の分析 は重要 であ り、評価 の手順 を納 税者 に説 明す る際 に も有用 であ る。

所要 の補 正 とは、 これ らの価 格形成 要因の分析 によ り地域 的 に区分 され た一定 の範囲内(市 街 地

宅地評価法 適用地域 で は路線単位 、 その他 の宅地評価 法適用 地域 では状 況類似地 区単位)で 個 々の

画 地 に個別性 を生 じさせ る要 因が明確 に認 め られ ると きに行 う補正 であるので、地域単 位で 区分 で

きる要 因 を所 要 の補正 で行 うことが ない ように留意 しなければ な らない。

(2)客 観 的 なデー タ取 得 に努 め る。

固定資産税 の評価 は大 量評価 であ り、面 的評価 であ る。公平 ・均 一でバ ランスの良 い評価 を行 う

ことが重要 な課 題で あるが、そ こで大切 な ことは客観 的な要 因デー タを取得 す るこ とである。い か

に格差 が認 め られ る要 因であ って も個 々の画 地 ご とに適正 なデー タが取得 で きなけれ ば正 しい評価

を行 うこ とが 出来 ない。所 要の補正 は客観 的なデ ー タに基 づ き適正 かつ公平 な評価 を行 うことが出

来 る場 合 にお いてのみ適用 すべ きであ る。
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(3)標 準宅地 の鑑定評価 との整合性 に留 意す る

平成9年 度 の評価 替 えでは、地価公示 地等 とと もに不動 産鑑定士等 に よる標準宅 地の鑑定評価 も

活用 して評価 を行 うこ とにな るが、 この場合 に注意 を しなけれ ばな らない こ とは、地価 公示価 格や

鑑定評価 額が どの ような条件 の もとに求め られた価格 か を確 認 して活用 す るこ とであ る。特 に所 要

の補正 を行 うと きにはその内容が鑑定 評価 等 で どの ように考慮 されてい るかを確認 す る必要 があ る。

例 えば、 「鉄 道騒音」 によ り所要 の補正 を行 う際 に、標 準宅地 の鑑 定評価 で既 に考慮 済 であ る場

合 には所要 の補 正 を行 うと二重 の減価 を行 って しま うことになる。

当委員会 で は平成9年 度の評価替 え に向けて、平成5年 度 は 「用 途地 区 を区分 す る際 の留 意点 に

つ い て」、平 成6年 度 は 「標準宅 地 を選定 す る際 の留 意点 につ いて」 、 そ して今 年度 は 「所 要 の補

正 につ いて」 そ れぞれ調 査研究 を行 った。 これ らは独 立 した内容 では な く、一連 の固定資 産税 の宅

地の評価 の流れ の中で相 互 に影響 を及 ぼす もので ある。そ して この流れ は価格 形成要 因の整 理 であ

る と言 うこ とが で きる。

所 要 の補 正 は この価 格形成要 因の整理 の結果 として個 々の画 地 に個 別性 を もたす こ とが適 当 と認

め られた と きには じめて適用 され、精度 の高い適正 な評価 を行 うこ とが で きる もの であ るの で慎 重

な配慮 が必 要 であ る。

平成9年 度 の評価 替 えでは、画 地計算法 の附表 が改 正 されるので、従来 か ら市 町村 で適用 してい

た所要 の補 正 について も画地計算 法の改正 内容 と見 比べ なが ら再検討 を行 い、適用 に十分留意 しよ

り適正 な評価 を心掛 け られたい。
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